
号

外

七�
平

成
二
十
六
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

一
ペ
ー
ジ

告

示

○
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
自
動
車
税

に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務

(

税

務

課)

三

○
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
取

得
税
及
び
自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務

(

同

)

三

訓

令

甲

○
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
税

務

課)

三

規

則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
七
十
三
条
の
六
第
一
項
中｢

第
五
十
八
条
の
六
第
一
項｣

を｢

第
五
十
八
条
の
七
第
一
項｣

に
改

め
、
同
条
第
三
項
中｢

第
七
十
三
条
の
三
第
三
項｣

を｢

第
七
十
三
条
の
四
第
三
項｣

に
、｢

第
五
十

八
条
の
六
第
二
項｣

を｢

第
五
十
八
条
の
七
第
二
項｣

に
、｢

第
五
十
八
条
の
三
第
二
項｣

を｢

第
五

十
八
条
の
四
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
三
条
の
七
と
す
る
。

第
七
十
三
条
の
五
の
見
出
し
中｢

農
地
保
有
合
理
化
法
人
等｣

を｢

農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
等｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

第
五
十
八
条
の
五
第
一
項｣

を｢

第
五
十
八
条
の
六
第
一
項｣

に
改
め
、

同
条
第
三
項
中｢

第
五
十
八
条
の
五
第
三
項｣

を｢

第
五
十
八
条
の
六
第
三
項｣

に
、｢

第
五
十
八
条

の
五
第
一
項｣

を｢

第
五
十
八
条
の
六
第
一
項｣

に
、｢

適
用
が
あ
る｣

を｢

適
用
が
あ
る
べ
き｣

に

改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

第
五
十
八
条
の
五
第
三
項｣

を｢

第
五
十
八
条
の
六
第
三
項｣

に
改
め
、
同

条
を
第
七
十
三
条
の
六
と
す
る
。

第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
中｢

第
五
十
八
条
の
四
第
一
項｣

を｢

第
五
十
八
条
の
五
第
一
項｣

に
改

め
、
同
条
第
三
項
中｢

第
五
十
八
条
の
四
第
二
項｣

を｢

第
五
十
八
条
の
五
第
二
項｣

に
、｢

第
五
十

八
条
の
三
第
二
項｣
を｢

第
五
十
八
条
の
四
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
三
条
の
五
と
す
る
。

第
七
十
三
条
の
三
第
一
項
中｢

第
五
十
八
条
の
三
第
一
項｣

を｢

第
五
十
八
条
の
四
第
一
項｣

に
改
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第
七
十
条
、
第

七
十
一
条
、
第

七
十
二
条
、
第

七
十
三
条
第
一

項
、
第
七
十
三

条
の
二
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま

で
、
第
七
十
三

第
九
十
一
号
様
式 第

九
十
一
号
様
式

不
動
産
の
取
得(

住
宅
の
取
得(

特

例
適
用)

・
徴
収
猶
予
該
当)

申
告

書
、
住
宅
用
土
地
の
取
得

(

減
額

(

徴
収
猶
予
該
当))

申
告
書
、
不
動

産
取
得
税
の
減
額(

納
税
義
務
免
除)

(

還
付)

申
請
書 不

動
産
の
取
得(

住
宅
の
取
得(

特

例
適
用)

・
徴
収
猶
予
該
当)

申
告

書
、
住
宅
用
土
地
の
取
得

(

減
額

(

徴
収
猶
予
該
当))

申
告
書
、
不
動

産
取
得
税
の
減
額(

納
税
義
務
免
除)

(

還
付)

申
請
書

第
七
十
条
、
第

七
十
一
条
、
第

七
十
二
条
、
第

七
十
三
条
第
一

項
、
第
七
十
三

条
の
二
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま

で
、
第
七
十
三

条
の
三
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま

で
、
第
七
十
三

条
の
四
第
一

項
、
第
三
項
及

び
第
四
項
、
第

七
十
三
条
の
五

第
一
項
及
び
第

三
項
、
第
七
十

条
の
三
第
一

項
、
第
三
項
及

び
第
四
項
、
第

七
十
三
条
の
四

第
一
項
及
び
第

三
項
、
第
七
十

三
条
の
五
第
一

項
、
第
三
項
及

び
第
四
項
、
第

七
十
三
条
の
六

第
一
項
及
び
第

三
項
、
第
七
十

四
条
並
び
に
附

則
第
四
条

め
、
同
条
第
三
項
中｢

第
五
十
八
条
の
三
第
三
項｣

を｢

第
五
十
八
条
の
四
第
三
項｣

に
改
め
、
同
条

第
四
項
中｢

第
五
十
八
条
の
三
第
六
項｣

を｢

第
五
十
八
条
の
四
第
六
項｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

｢

第
五
十
八
条
の
三
第
七
項｣

を｢

第
五
十
八
条
の
四
第
七
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
三
条
の
四

と
す
る
。

第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
中｢

第
五
十
八
条
の
二
第
一
項｣

を｢

第
五
十
八
条
の
三
第
一
項｣

に
改

め
、
同
条
第
二
項
中｢
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項｣

を｢

第
五
十
八
条
の
三
第
三
項｣

に
、｢

第
五
十

八
条
の
二
第
一
項｣

を｢
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項｣

に
、｢

適
用
が
あ
る｣

を｢

適
用
が
あ
る
べ
き｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項｣

を｢

第
五
十
八
条
の
三
第
三
項｣

に
、｢

第

五
十
八
条
の
二
第
一
項｣

を｢

第
五
十
八
条
の
三
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

前
条
第
二
項｣

を｢

第
七
十
三
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
三
条
の
三
と
し
、
第
七
十
三
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

(

耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
減
額
等)

第
七
十
三
条
の
二

条
例
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
の
減
額
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
証
明
を
受
け
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
、
第
九
十
一
号
様
式
に
よ

る
申
請
書
を
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
不
動
産
の
取
得
の
申
告
書
の
う
ち
、
条
例
第
五
十
八
条
の
二
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
べ
き
旨
の
記
載
を
す
る
申
告
書
は
、
第
九
十
一
号
様
式
と
す
る
。

３

条
例
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
不

動
産
取
得
税
に
係
る
徴
収
金
の
還
付
の
申
請
書
は
、
条
例
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
証
明
を
受
け

た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
、
第
九
十
一
号
様
式
に
よ
つ
て
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

｢

様
式
目
次
中

を

｣

｢

に
改
め
る
。
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ヤ
フ
ー
株
式
会
社

東
京
都
港
区
赤
坂
九
丁
目
七
番
一
号

指
定
代
理
納
付
者
の
名
称
及
び
住
所

自
動
車
税

指
定
代
理
納
付
者
に

納
付
さ
せ
る
歳
入

三
条
の
六
第
一

項
、
第
三
項
及

び
第
四
項
、
第

七
十
三
条
の
七

第
一
項
及
び
第

三
項
、
第
七
十

四
条
並
び
に
附

則
第
四
条

平
成
二
十
六
年
五
月
七
日
か
ら

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

指
定
代
理
納
付
者
に
歳
入
を
納

付
さ
せ
る
期
間

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
自
動
車

会
議
所

岐
阜
市
日
置
江
二
六
四
八
番
地

の
二 受

託
者
の
名
称
及
び
住
所

自
動
車
取
得
税
及
び
自
動

車
税
の
申
告
受
付
及
び
収

納
事
務 委

託

内

容

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
七
年
四
月
七
日
ま
で

委

託

期

間

｣

第
十
二
号
様
式
裏
面
、
第
十
五
号
様
式
、
第
二
十
三
号
様
式
、
第
二
十
四
号
様
式
、
第
二
十
七
号
様

式
、
第
四
十
一
号
様
式
裏
面
及
び
第
四
十
二
号
様
式
中｢加

算
し
た
割
合
)
と
｣

を｢加
算
し
た
割
合

(当
該
加
算
し
た
割
合
が
年
7.3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
は
､
年
7.3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
))

と
｣

に
改
め
る
。

第
九
十
一
号
様
式
中｢第

73条
の
６
｣

を｢第
73条
の
６
､
第
73条
の
７
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
三
十
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
代
理
納
付
者
の
指
定
を
し
た
の
で
、
岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

第
十
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
自
動
車
取
得
税
及
び
自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
委
託
し

た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
四
号

総

務

部

出
納
事
務
局

各
県
税
事
務
所

自
動
車
税
事
務
所

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
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る
。第

三
十
九
条
第
一
項
中｢

第
百
二
十
八
条
第
一
号｣

を｢

第
百
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号｣

に
改
め
、

同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中｢

第
百
二
十
八
条
第
三
号｣

を｢

第
百
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号｣

に
改

め
る
。

第
五
十
七
条
第
三
項
中｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
項
第
三
号
中｢

第
五
十
八
条
の
三
第
七
項
、
第
五

十
八
条
の
四
第
十
一
項｣
を｢

第
五
十
八
条
の
三
第
三
項
、
第
五
十
八
条
の
四
第
七
項｣

に
、｢

、
第

五
十
八
条
の
七
第
四
項
、
第
五
十
八
条
の
七
の
二
第
三
項
及
び
第
五
十
八
条
の
七
の
三
第
三
項｣

を

｢

及
び
第
五
十
八
条
の
七
第
三
項｣
に
改
め
、｢

条
例
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項｣

の
下
に｢

、
第
五
十

八
条
の
三
第
三
項
及
び
第
五
十
八
条
の
六
第
三
項｣

を
加
え
、｢

第
五
十
八
条
の
三
第
五
項｣

を｢

第

五
十
八
条
の
四
第
五
項｣

に
改
め
、｢
第
五
十
八
条
の
四
第
二
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、｣

を
削
り
、｢

、
第
五
十
八
条
の
六
第
二
項
、
第
五
十
八
条
の
七
第
三
項
、
第
五
十
八
条
の
七
の
二
第
二

項
並
び
に
第
五
十
八
条
の
七
の
三
第
二
項｣

を｢
及
び
第
五
十
八
条
の
七
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
第
一
項
中｢

又
は
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項｣

を｢

、
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は

第
五
十
八
条
の
三
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
百
一
条
中｢(

条
例
第
五
十
八
条
の
四
第
二
項
及
び
第
五
十
八
条
の
六
第
二
項｣

を｢

、
第
五
十

八
条
の
四
第
二
項(

条
例
第
五
十
八
条
の
五
第
二
項
及
び
第
五
十
八
条
の
七
第
二
項｣

に
、｢

第
五
十

八
条
の
五
第
二
項｣

を｢

第
五
十
八
条
の
六
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
百
一
条
の
二
第
一
項
中｢

第
五
十
八
条
の
三
第
四
項
、
第
五
十
八
条
の
四
第
二
項
、
第
五
十
八
条

の
五
第
三
項
及
び
第
五
十
八
条
の
六
第
二
項｣

を｢

第
五
十
八
条
の
三
第
三
項
、
第
五
十
八
条
の
四
第

四
項
、
第
五
十
八
条
の
五
第
二
項
、
第
五
十
八
条
の
六
第
三
項
及
び
第
五
十
八
条
の
七
第
二
項｣

に
改

め
る
。

第
百
三
条
第
一
項
中｢

第
七
十
三
条
の
三
第
一
項
、｣

を
削
り
、｢

又
は
第
七
十
三
条
の
六
第
一
項｣

を｢

、
第
七
十
三
条
の
六
第
一
項
又
は
第
七
十
三
条
の
七
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢
第
七

十
三
条
の
三
第
二
項
、｣

を
削
り
、｢

又
は
第
七
十
三
条
の
六
第
二
項｣

を｢

、
第
七
十
三
条
の
六
第
二

項
又
は
第
七
十
三
条
の
七
第
二
項｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
様
式
そ
の
一
裏
面
、
同
様
式
そ
の
二
裏
面
及
び
同
様
式
そ
の
三
裏
面
中｢加

算
し

た
割
合
)
と
｣

を｢加
算
し
た
割
合
(当
該
加
算
し
た
割
合
が
年
7.3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る

場
合
は
､
年
7.3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
))
と
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
十
五
号
様
式
中｢滞

納
処
分
の
た
め
｣

を｢滞
納
処
分
の
た
め
､
岐
阜
県
税
条
例
第
16条

第
６
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
税
徴
収
法
第
141条

の
規
定
に
よ
り
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
百
七
十
六
号
の
二
様
式
、
別
記
第
百
七
十
八
号
様
式
、
別
記
第
百
八
十
号
の
二
様
式
、
別
記

第
百
八
十
三
号
様
式
そ
の
一
裏
面
、
別
記
第
百
八
十
三
号
の
二
様
式
そ
の
一
裏
面
、
別
記
第
二
百
一
号

様
式
裏
面
、
別
記
第
二
百
二
十
二
号
様
式
、
別
記
第
二
百
二
十
七
号
様
式
裏
面
、
別
記
第
二
百
三
十
八

号
様
式
、
別
記
第
二
百
三
十
八
号
の
六
様
式
裏
面
、
別
記
第
二
百
四
十
七
号
様
式
そ
の
一
裏
面
、
同
様

式
そ
の
二
、
別
記
第
二
百
五
十
二
号
様
式
そ
の
一
裏
面
、
別
記
第
二
百
六
十
八
号
様
式
裏
面
及
び
別
記

第
三
百
一
号
様
式
中｢加

算
し
た
割
合
)
と
｣

を｢加
算
し
た
割
合
(当
該
加
算
し
た
割
合
が
年
7.3

パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
は
､
年
7.3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
))
と
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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